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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁を有するハニカム基材と、
　前記ハニカム基材の外周を全周に亘って取り囲むリング状の凸部であるリング状凸部と
、を備え、
　前記リング状凸部は、前記ハニカム基材の外周から外側に突出し、前記ハニカム基材の
外周の一部を覆うように配設され、
　前記リング状凸部の両端部の形状がテーパー状であり、
　前記リング状凸部の、前記セルの延びる方向に直交する断面における厚さが、３～２０
ｍｍであり、前記リング状凸部の幅が、前記セルの延びる方向における長さの１～８０％
であるハニカム構造体。
【請求項２】
　前記リング状凸部の、前記セルの延びる方向に直交する断面における厚さが、５～１０
ｍｍである請求項１に記載のハニカム構造体。
【請求項３】
　前記リング状凸部の表面の一部が、前記セルの延びる方向に平行な平面状である請求項
１又は２に記載のハニカム構造体。
【請求項４】
　前記ハニカム基材が、コージェライト、炭化珪素、ムライト、アルミニウムチタネート
及びアルミナからなる群より選択される少なくとも一種からなるものである請求項１～３
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のいずれかに記載のハニカム構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハニカム構造体に関する。更に詳しくは、リングクラックが発生し難いハニ
カム構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排出ガスの排気系には、ディーゼルパティキュレートフィルタ（ＤＰＦ）や触媒
体などを備える排ガス浄化装置が搭載されている。ＤＰＦは、煤を主体とする粒子状物質
（ＰＭ）を捕集するためのフィルタである。触媒体は、排ガスに含まれる一酸化炭素（Ｃ
Ｏ）、炭化水素（ＨＣ）、窒素酸化物（ＮＯＸ）等の有害物質を浄化するものである。そ
して、この触媒体を構成する触媒担体やＤＰＦとして、ハニカム構造体が用いられている
。
【０００３】
　排ガス浄化装置の故障の原因の一つとして、ハニカム構造体にリング状のクラックが生
じることが挙げられる。ハニカム構造体に生じる、このようなクラックを「リングクラッ
ク」と称する。このリングクラックは、図９に示すように、セル２の延びる方向に対して
略直交するように、ハニカム構造体２００に形成されるクラック（リングクラック５０）
である。そして、リングクラック５０は、ハニカム構造体の外周において、外周方向に延
びるように形成される。図９は、従来のハニカム構造体にリングクラックが生じた状態を
模式的に示す斜視図である。
【０００４】
　このリングクラックは、ハニカム構造体の全長方向（セルの延びる方向）に引張応力が
発生することが一般的な要因とされている。引張応力は、ハニカム構造体を構成するセラ
ミックスの熱膨張率と、このハニカム構造体を収納する金属缶体の熱膨張率との差によっ
て生じる応力である。この引張応力は、ハニカム構造体が、加熱と冷却とが繰り返される
環境下に置かれることによって生じる。この引張応力は、ハニカム構造体のセルの延びる
方向における長さ（全長（Ａ））と、ハニカム構造体のセルの延びる方向に直交する断面
における直径（外径（Ｂ））の比（Ａ／Ｂ）が大きくなるほど大きくなる傾向にある。そ
のため、Ａ／Ｂが大きくなるほど、リングクラックが発生し易くなる。ここで、全長（Ａ
）は、ハニカム構造体の「セルの延びる方向における長さ」である。また、外径（Ｂ）は
、ハニカム構造体の「セルの延びる方向に直交する断面」における直径である。
【０００５】
　そこで、リングクラックの発生を抑制する方法として、外径を大きくすることによりＡ
／Ｂを小さくする方法が知られている。また、Ａ／Ｂを所定の範囲とするハニカム構造体
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－２９９８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ハニカム構造体は、外径が大きくなるほど製作難易度が上がる。更に、
触媒担体として使用される場合には、外径が大きくなるほど、担持する貴金属量が多くな
ってしまう。また、ハニカム構造体の外径が大きくなると、排ガス浄化装置全体が大型化
してしまう。ハニカム構造体が自動車に搭載される場合、搭載スペースは、エンジン直近
や車体下面等の限られたスペースであるため、ハニカム構造体の外径を大きくするには限
界があった。
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【０００８】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものである。本発明は、リングクラックが発
生し難いハニカム構造体を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
［１］　流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁を有するハニカム基材
と、前記ハニカム基材の外周を全周に亘って取り囲むリング状の凸部であるリング状凸部
と、を備え、前記リング状凸部は、前記ハニカム基材の外周から外側に突出し、前記ハニ
カム基材の外周の一部を覆うように配設され、前記リング状凸部の両端部の形状がテーパ
ー状であり、前記リング状凸部の、前記セルの延びる方向に直交する断面における厚さが
、３～２０ｍｍであり、前記リング状凸部の幅が、前記セルの延びる方向における長さの
１～８０％であるハニカム構造体。
【００１０】
［２］　前記リング状凸部の、前記セルの延びる方向に直交する断面における厚さが、５
～１０ｍｍである［１］に記載のハニカム構造体。
【００１２】
［３］　前記リング状凸部の表面の一部が、前記セルの延びる方向に平行な平面状である
［１］又は［２］に記載のハニカム構造体。
【００１３】
［４］　前記ハニカム基材が、コージェライト、炭化珪素、ムライト、アルミニウムチタ
ネート及びアルミナからなる群より選択される少なくとも一種からなるものである［１］
～［３］のいずれかに記載のハニカム構造体。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のハニカム構造体は、上記「リング状凸部」を備えるため、リングクラックが発
生し難い。また、本発明のハニカム構造体は、搬送中などに上記「リング状凸部」が外力
を受けたとしても上記「リング状凸部」が欠けなどの欠陥を生じ難いものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明のハニカム構造体の一実施形態の、セルの延びる方向に平行な断面を示す
模式図である。
【図３】本発明のハニカム構造体の他の実施形態を模式的に示す斜視図である。
【図４】本発明のハニカム構造体の他の実施形態を一方の端面側から見た平面図である。
【図５】既存の梱包容器に、従来のハニカム構造体を複数個収納した状態を模式的に示す
平面図である。
【図６】既存の梱包容器に、本発明のハニカム構造体の一実施形態を複数個収納した状態
を模式的に示す平面図である。
【図７】既存の梱包容器に、本発明のハニカム構造体の他の実施形態を複数個収納した状
態を模式的に示す平面図である。
【図８】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式的に示す斜視図である。
【図９】従来のハニカム構造体にリングクラックが生じた状態を模式的に示す斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。本発明は
以下の実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者
の通常の知識に基づいて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも
本発明の範囲に入ることが理解されるべきである。
【００１７】
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（１）ハニカム構造体：
　本発明のハニカム構造体の一実施形態は、図１、図２に示すハニカム構造体１００のよ
うに、流体の流路となる複数のセル２を区画形成する多孔質の隔壁１を有するハニカム基
材４を備える。更に、ハニカム構造体１００は、ハニカム基材４の外周を全周に亘って取
り囲むリング状のリング状凸部１０を備える。リング状凸部１０は、ハニカム基材４の外
周から外側に突出し、ハニカム基材４の外周の一部を覆うように配設されている。更にリ
ング状凸部１０は、セル２の延びる方向における両端部がテーパー状である。更に、ハニ
カム構造体１００においては、リング状凸部１０の、セル２の延びる方向に直交する断面
における厚さ（リング状凸部の厚さ）が、３～２０ｍｍである。ここで、「テーパー状」
は、先端に向かうに従ってリング形状の外径が細くなる形状のことである。また、「リン
グ状凸部の厚さ」は、「ハニカム構造体の、中心軸に直交する断面における、中心から外
周に向かう方向（半径方向）における厚さ」であるということもできる。また、「リング
状凸部の厚さ」は、リング状凸部におけるテーパー部分を除いた部分の、厚さである。ま
た、ハニカム基材４の外周面に外周コート層が配設されている場合には、「リング状凸部
の厚さ」は、図２に示されるように、外周コート層の表面からの厚さである。図１は、本
発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。図２は、本発明のハニ
カム構造体の一実施形態の、セルの延びる方向に平行な断面を示す模式図である。
【００１８】
　リング状凸部１０は、「ハニカム基材４の外周から外側に突出し、ハニカム基材４の外
周の一部を覆うように」配設されている。即ち、ハニカム構造体１００の一部の外径が、
大きくなっている。そのため、ハニカム構造体１００は、引張応力に対する耐久性が向上
されている。その結果、ハニカム構造体１００は、引張応力が生じたとしてもリングクラ
ックが発生し難いものである。
【００１９】
　更に、ハニカム構造体１００において、リング状凸部１０は、「ハニカム基材４の外周
を、全周に亘って取り囲むリング状」である。そのため、ハニカム構造体１００は、引張
応力に対する耐久性が向上されている。その理由は、「ハニカム基材４の外周を、全周に
亘って取り囲む」ことによって、引張応力が均等にかかるからである。従って、ハニカム
構造体１００は、引張応力が生じたとしてもリングクラックが発生し難いものである。
【００２０】
　リング状凸部１０の、セル２の延びる方向に直交する断面における厚さＨは、３～２０
ｍｍであり、３～１５ｍｍであることが好ましく、５～１０ｍｍであることが特に好まし
い。リング状凸部１０の、セル２の延びる方向に直交する断面における厚さＨが３ｍｍ未
満であると、リング状凸部が薄過ぎるため、ＤＰＦの捕集機能に影響を及ぼす程度のリン
グクラックが発生する。２０ｍｍ超であると、自動車等における限られた搭載スペースに
、ハニカム構造体を搭載できなくなる。
【００２１】
　リング状凸部１０は、セル２の延びる方向における両端部がテーパー状である。そのた
め、搬送中などにリング状凸部１０が外力を受けたとしてもこのリング状凸部１０は欠け
などの欠陥を生じ難いものである。
【００２２】
　リング状凸部１０の、セルの延びる方向における両端部のテーパーの角度は、特に制限
はない。リング状凸部１０のテーパーの角度は、１０～８０°が好ましく、２０～６０°
が特に好ましい。１０°より小さいと、自動車等における限られた搭載スペースに、ハニ
カム構造体１００を搭載できなくなるという不具合がある。８０°より大きいと、リング
状凸部の端部（最外周部分）が欠けたりすることがある。「リング状凸部１０のテーパー
の角度」とは、セル２の延びる方向に平行な断面において、ハニカム構造体１００の中心
軸に平行な直線Ｃとリング状凸部のテーパー面１１とにより形成される角度のうち、鋭角
の角度αのことである（図２参照）。「テーパー面１１」はテーパー状になっているリン
グ状凸部の端面のことである。
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【００２３】
　リング状凸部１０の幅Ｌは、ハニカム構造体１００のセルの延びる方向の長さの１～８
０％であり、５～２０％であることが特に好ましい。リング状凸部１０の幅Ｌが上記範囲
であることにより、自動車等における限られた搭載スペースに、ハニカム構造体を良好に
搭載することができる。また、リング状凸部１０が、大き過ぎないため、ハニカム構造体
を軽量化できる。リング状凸部１０の幅が１％未満であると、リングクラックを良好に防
止することができないおそれがある。８０％超であると、ハニカム構造体が大型化して、
自動車等における限られた搭載スペースに、ハニカム構造体を搭載できなくなるおそれが
ある。「リング状凸部の幅」は、リング状凸部の、ハニカム構造体のセルの延びる方向に
おける長さである。つまり、「リング状凸部の幅」は、テーパー状の両端部の、両先端間
の距離である。
【００２４】
　リング状凸部１０は、ハニカム基材４の外周の一部を覆うように配設される限り配設位
置は特に制限はない。即ち、リングクラックの発生を防止できる限り、ハニカム基材４の
中央部に配設してもよいし、端部に配設してもよい。ハニカム基材の中央部は、ハニカム
基材の、セルが延びる方向における中央部のことである。ハニカム基材４の中央部にクラ
ックが発生し易い場合、リング状凸部１０は、ハニカム基材４の中央部に配設されること
が好ましい。「リング状凸部１０が、ハニカム基材４の中央部に配設される」とは、「リ
ング状凸部１０の少なくとも一部が、ハニカム基材４の、セルの延びる方向のおける中央
（ハニカム基材４の中央）を覆うように配置される」ことを意味する。即ち、「リング状
凸部１０が、ハニカム基材４の中央部に配設される」というときは、以下の２つの場合を
含む。つまり、「リング状凸部１０の、セルの延びる方向における中央（リング状凸部１
０の中央）」が、ハニカム基材４の中央と重なる（中央を覆う）場合、及び、リング状凸
部１０の中央以外の部分が、ハニカム基材４の中央と重なる（中央を覆う）場合の両方を
含む。尚、ハニカム構造体は、全長（Ａ）と外径（Ｂ）の比（Ａ／Ｂ）が大きくなるほど
、ハニカム基材４の中央にクラック（リングクラック）が発生し易くなる。
【００２５】
　ハニカム構造体は、全長（Ａ）と外径（Ｂ）の比（Ａ／Ｂ）が小さくなるほど、ハニカ
ム基材４の端面にクラック（端面クラック）が発生し易くなる。特に、排ガスの出口側の
端面に、端面クラックが発生し易い。このように、ハニカム基材４の端面にクラックが発
生し易い場合、リング状凸部１０は、ハニカム基材４の当該クラックが発し易い端面を有
する端部に、配設されることが好ましい。
【００２６】
　リング状凸部１０の数は、１つに限らず複数とすることができる。複数のリング状凸部
を配設する場合、リング状凸部は、少なくとも、排ガスの出口側の端部と中央部とに配設
されることが好ましい。
【００２７】
　リング状凸部１０は、図２に示すように、セル２の延びる方向に平行な複数のセル２を
区画形成する多孔質の隔壁１を有することが好ましい。リング状凸部１０にセル２が形成
されると、リングクラックの発生を防止しつつ、ハニカム構造体１００を軽量化すること
ができる。リング状凸部１０は、ハニカム基材４と一体的に形成されていることが好まし
い。これにより、リング状凸部１０が、強固にハニカム基材４に結合されることになる。
ここで、「リング状凸部１０とハニカム基材４とが一体的に形成されている」とは、以下
のことを意味する。即ち、リング状凸部１０を構成する隔壁と、ハニカム基材４を構成す
る隔壁との間に、境界が存在せず、それぞれの隔壁の材質が連続するように、リング状凸
部１０の隔壁と、ハニカム基材４の隔壁とが接合されている状態を意味する。このような
、「リング状凸部１０とハニカム基材４とが一体的に形成された」ハニカム構造体は、「
リング状凸部になる部分とハニカム基材になる部分とを含む」一つのハニカム成形体を成
形して、乾燥、焼成、加工等を行うことにより得られる。「リング状凸部１０に形成され
るセル２」を区画形成する隔壁１には、触媒となる貴金属を担持させる必要がない。「リ
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ング状凸部１０に形成されるセル２」には、排ガスが流入し難いためである。ハニカム構
造体１００に触媒を担持させる方法としては、ハニカム構造体１００の一方の端部を触媒
用スラリーに浸漬し、他方の端部を吸引して上記触媒用スラリーを吸い上げる方法が好ま
しい。この方法によれば、「リング状凸部１０に形成されるセル２」に触媒が担持されて
いないハニカム構造体を容易に作製することができる。
【００２８】
　ハニカム構造体１００は、ハニカム基材４の「リング状凸部１０の表面を含む外周面」
上に、外周コート材からなる外周コート層７を備えることが好ましい。外周コート層７を
備えることにより、上記触媒用スラリーを吸い上げる際における上記触媒用スラリーの漏
れを防止できる。更に、外周コート層７は、図１及び図２に示すように、「リング状凸部
１０に形成されるセル２」の開口部を塞ぐように形成されることが好ましい。外周コート
層７が「リング状凸部１０に形成されるセル２」の開口部を塞ぐように形成されることに
より、「リング状凸部１０に形成されるセル２」に流入した排ガスが「リング状凸部１０
に形成されるセル２」の開口部から排出されることを防止できる。即ち、ハニカム構造体
１００から排ガスが漏れることを防止できる。上述したように、「リング状凸部１０に形
成されるセル２」を区画形成する隔壁１には触媒を担持させない場合がある。この場合、
上記のように外周コート層７が形成されていないと、十分に浄化されていない排ガスが排
出されることになる。即ち、「リング状凸部１０に形成されるセル２」の開口部から排ガ
スが漏れることに起因して浄化性能が低下するおそれがある。そこで、外周コート層７を
、「リング状凸部１０に形成されるセル２」の開口部を塞ぐように形成すると、浄化性能
の低下を抑制できる。外周コート材としては、無機繊維、コロイダルシリカ、粘土、Ｓｉ
Ｃ粒子等の無機原料に、有機バインダ、発泡樹脂、分散剤等の添加材を加えたものに、水
を加えて混練したもの、などを挙げることができる。
【００２９】
　外周コート層７の厚さは、１～１０００μｍが好ましく、１０～５００μｍが特に好ま
しい。外周コート層７の厚さを上記範囲とすると、外周コート層の塗布後における乾燥を
均一な状態で行うことが可能となるため、乾燥収縮時に外周コート層７にクラックが生じ
ることを防止できる。外周コート層７の厚さが、１μｍ未満であると、触媒を担持させる
際に上記触媒用スラリーがハニカム基材４から漏れ出るおそれがある。外周コート層７の
厚さが、１０００μｍ超であると、排ガス浄化機能を有さない部分断面比率が大きくなる
ため、浄化性能が低下することがある。
【００３０】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、ハニカム基材４の材質は、コージェライ
ト、炭化珪素、ムライト、アルミニウムチタネート及びアルミナからなる群より選択され
る少なくとも一種を主成分とすることが好ましい。また、ハニカム基材の材質は、コージ
ェライト、炭化珪素、ムライト、アルミニウムチタネート、及びアルミナからなる群より
選択される少なくとも一種からなることが更に好ましい。ここで、「主成分」は、全体の
中の５０質量％を超える成分を意味する。
【００３１】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、隔壁１の平均細孔径は、５～１００μｍ
が好ましく、８～５０μｍが特に好ましい。平均細孔径が５μｍより小さいと、圧力損失
が大きくなることがある。平均細孔径が１００μｍより大きいと、ハニカム構造体の強度
が低くなることがある。平均細孔径は、水銀ポロシメータによって測定した値である。
【００３２】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、隔壁１の気孔率は、３０～８０％が好ま
しく、３５～７５％が特に好ましい。気孔率が３０％より小さいと、圧力損失が大きくな
ることがある。気孔率が８０％より大きいと、ハニカム構造体の強度が低くなることがあ
る。気孔率は、水銀ポロシメータによって測定した値である。
【００３３】
　隔壁１の厚さは、４０～６００μｍであることが好ましく、１５０～４００μｍである
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ことが特に好ましい。４０μｍより薄いと、ハニカム構造体の強度が低くなることがある
。６００μｍより厚いと、圧力損失が高くなることがある。
【００３４】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、ハニカム基材４の形状は、特に限定され
ない。ハニカム基材４の形状としては、円筒形状、端面が楕円形の筒形状、端面が「正方
形、長方形、三角形、五角形、六角形、八角形等」の多角形の筒形状、等が好ましい。図
１に示すハニカム構造体１００においては、ハニカム基材４の形状は円筒形状である。
【００３５】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、ハニカム基材４のセル形状（セルが延び
る方向に直交する断面におけるセル形状）としては、特に制限はない。セル形状としては
、三角形、四角形、六角形、八角形、円形、あるいはこれらの組合せを挙げることができ
る。四角形のなかでは、正方形又は長方形が好ましい。
【００３６】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、ハニカム基材４のセル密度については、
特に制限はない。ハニカム基材４のセル密度は、１５～２００セル／ｃｍ２であることが
好ましく、３０～１００セル／ｃｍ２であることが特に好ましい。セル密度が、１５セル
／ｃｍ２より低いと、排ガスを流通させたときに、短時間で圧力損失が大きくなったり、
ハニカム構造体１００の強度が低くなったりすることがある。セル密度が２００セル／ｃ
ｍ２より高いと、圧力損失が大きくなることがある。
【００３７】
　本発明のハニカム構造体は、一方の端面における所定のセル（第１のセル）の開口部及
び他方の端面における残余のセル（第２のセル）の開口部に配設された目封止部を備えて
いてもよい。上記第１のセルと上記第２のセルとは、交互に並んでいることが好ましい。
そして、それによって、ハニカム構造体の両端面に、目封止部と「セルの開口部」とによ
り、市松模様が形成されていることが好ましい。目封止部の材質は、ハニカム基材（隔壁
）の材質として好ましいとされた材質であることが好ましい。目封止部の材質とハニカム
基材の材質とは、同じ材質であってもよいし、異なる材質であってもよい。
【００３８】
　本発明のハニカム構造体の他の実施形態は、図３に示すハニカム構造体１０１のように
、上記本発明のハニカム構造体の一実施形態において、リング状凸部１０の表面の一部が
、セル２の延びる方向に平行な平面状になったものである。即ち、リング状凸部１０には
、セル２の延びる方向に平行な平面状である平面部１５が形成されている。表面の一部が
平面状であるリング状凸部１０を備えることにより、リング状凸部１０の厚さＨが一部薄
くなる（平面部１５の部分の厚さが薄い）。そのため、ハニカム構造体の移送時に用いる
梱包容器として小さなものを用いることができる。図３は、本発明のハニカム構造体の他
の実施形態を模式的に示す斜視図である。
【００３９】
　本実施形態のハニカム構造体１０１においては、リング状凸部は、平面部１５が形成さ
れた部分以外は、周方向において均一な形状であることが好ましい。「周方向において均
一な形状」とは、周方向に直交する断面の形状が、どの部分でも同じ形状であることを意
味する。尚、本実施形態のハニカム構造体１０１は、リング状凸部における、平面部１５
が形成された部分以外の部分が、周方向において均一な形状でなくてもよい。また、上記
本発明のハニカム構造体の一実施形態（リング状凸部に平面部が形成されていないハニカ
ム構造体１００）においては、リング状凸部が、全周に亘って周方向に均一な形状である
ことが好ましい。尚、上記本発明のハニカム構造体の一実施形態（ハニカム構造体１００
）においては、リング状凸部が、全周に亘って周方向に均一な形状になっていなくてもよ
い。
【００４０】
　具体的には、従来、ハニカム構造体の移送などの際には、図５に示すような直方体の梱
包容器２０等に、複数のハニカム構造体２００が収納されて移送されている。梱包容器内
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には、できるだけ多くのハニカム構造体が収納されるように、ハニカム構造体が並べられ
る。つまり、梱包容器は、通常、移送効率を向上させるため、「梱包容器とハニカム構造
体の外周との最短距離、及び、ハニカム構造体同士の間の距離」が、なるべく小さくなる
ように設計されている。一方で、「ハニカム構造体と梱包容器とが、運搬中に接触して、
ハニカム構造体が破損する」という状況を回避する必要がある。そのため、通常、梱包容
器は、「梱包容器とハニカム構造体の外周との最短距離が１～５０ｍｍとなり、ハニカム
構造体同士の間の距離が１～５０ｍｍとなる」ように設計されている。このような条件を
満たす梱包容器を「既存の梱包容器」と称することにする。梱包容器が上記のように設計
されているため、図１に示すハニカム構造体１００のように「リング状凸部１０が配設さ
れたハニカム構造体」は、図６に示すように、既存の梱包容器に収納されないおそれがあ
る。尚、図１に示すハニカム構造体１００は、リング状凸部１０に、平面部が形成されて
いないものである。
【００４１】
　一方、図３に示すハニカム構造体１０１のように「リング状凸部１０の表面の一部が、
セル２の延びる方向に平行な平面状である」ハニカム構造体は、リング状凸部１０の厚さ
が平面部において薄くなっている。そのため、図７に示すように、ハニカム構造体１０１
は、既存の梱包容器２０に収納され得る。従って、既存の梱包容器２０を使用することが
できる。図５は、既存の梱包容器に、従来のハニカム構造体を複数個収納した状態を模式
的に示す平面図である。図５において、ハニカム構造体２００の隔壁は、省略されている
。図６は、既存の梱包容器に、本発明のハニカム構造体の一実施形態を複数個収納した状
態を模式的に示す平面図である。図６において、ハニカム構造体１００の隔壁は、省略さ
れている。図７は、既存の梱包容器に、本発明のハニカム構造体の他の実施形態を複数個
収納した状態を模式的に示す平面図である。図７において、ハニカム構造体１０１の隔壁
は、省略されている。
【００４２】
　リング状凸部１０には、互いに平行な１対の平面部１５が形成されることが好ましい。
更に、リング状凸部１０には、図４に示すように、互いに平行な１対の平面部１５が、２
組形成されており、一方の１対の平面部１５が他方の１対の平面部１５に直交するように
形成されることが好ましい。このように平面部が形成されることにより、リング状凸部１
０に薄い部分（平面部）が形成されることになるため、平面部が形成されない場合に比べ
て、収納スペースを小さくすることが可能になる。そのため、ハニカム構造体１０１は、
自動車等のように搭載スペースが小さい場所であっても、良好に搭載することができる。
図４は、本発明のハニカム構造体の他の実施形態を一方の端面側から見た平面図である。
【００４３】
　平面部（表面）とハニカム基材の外周（リング状凸部１０に覆われている部分）との距
離（最短距離）Ｔ（図４参照）は、１～１５ｍｍであることが好ましく、２．５～１０ｍ
ｍであることが特に好ましい。平面部とハニカム基材の外周との距離Ｔを上記範囲とする
ことにより、リングクラックの発生を防止することができる。更に、自動車等のように搭
載スペースが小さい場所であっても、ハニカム構造体を良好に搭載することができる。平
面部（表面）とハニカム基材の外周との距離Ｔは、リング状凸部の、平面部における最も
薄い部分の厚さということができる。尚、ハニカム構造体が外周コート層を備える場合、
距離Ｔは、平面部（表面）とハニカム基材の外周との距離（最短距離）から、外周コート
層を差し引いた値である。
【００４４】
　本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態は、上記本発明のハニカム構造体の他の実
施形態（ハニカム構造体１０１）において、リング状凸部１０が、ハニカム基材４の端部
（一方の端部）に配設されているものである。図８に示すハニカム構造体１０２は、本発
明のハニカム構造体の更に他の実施形態である。このように、リング状凸部１０がハニカ
ム構造体１０２の一方の端部に配設されることにより、端面クラックの発生を防止するこ
とができる。ハニカム構造体をＤＰＦとして使用した場合には、排ガス出口側端面に端面
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クラックが発生することがある。この端面クラックは、以下のように発生する。自動車等
のエンジンの排ガスに含まれる煤などは、ハニカム構造体の出口側端部に多く堆積する。
そこで、煤などを燃焼させてハニカム構造体を再生した際には、煤などを燃焼したことに
起因してハニカム構造体の出口側端部がその他の部分よりも高温になる。そのため、ハニ
カム構造体の端部に応力が生じる。その結果、ハニカム構造体の出口側端面にクラック（
端面クラック）が発生する。図８は、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を模式
的に示す斜視図である。
【００４５】
（２）ハニカム構造体の製造方法：
　本発明のハニカム構造体は、以下の方法で製造することができる。即ち、本発明のハニ
カム構造体は、ハニカム焼成体を作製するハニカム焼成体作製工程と、このハニカム焼成
体の外周部を切削してリング状凸部を形成する切削工程とを有する方法により製造できる
。更に、外周コート層を備える場合には、ハニカム焼成体の外周部を切削した後、外周コ
ート層形成工程を有することが好ましい。「ハニカム焼成体」は、流体の流路となる複数
のセルを区画形成する、セラミック原料が焼成されて形成された多孔質の隔壁を備えるハ
ニカム焼成体である。
【００４６】
　このような方法によれば、本発明のハニカム構造体を容易に作製することができる。
【００４７】
　「リング状凸部の表面の一部が、セルの延びる方向に平行な平面状である」（リング状
凸部に平面部が形成された）場合、本発明のハニカム構造体は、以下の方法で製造するこ
とができる。つまり、まず、「リング状凸部に平面部が形成されていない」ハニカム構造
体を作製する。その後、このハニカム構造体のリング状凸部の一部を、平面部が形成され
るように切削することにより、図３に示すような、リング状凸部に平面部が形成されたハ
ニカム構造体を製造することができる。また、「リング状凸部の表面の一部が、セルの延
びる方向に平行な平面状である」場合、本発明のハニカム構造体は、以下の方法で製造す
ることもできる。即ち、上記ハニカム焼成体作製工程と、上記切削工程と、を有し、上記
ハニカム焼成体作製工程において、多角柱状のハニカム焼成体を作製する。更に、切削工
程において、ハニカム焼成体の側面の一部が残り、残った側面の一部がリング状凸部の平
面部となるようにハニカム焼成体を切削する。このようにすることにより、切削工程の後
に、平面部を形成する操作を改めて行う必要がなくなり、製造プロセスを合理化すること
ができる。
【００４８】
　以下、本発明のハニカム構造体の製造方法について、工程毎に説明する。
【００４９】
（２－１）ハニカム焼成体作製工程；
　ハニカム焼成体作製工程は、セラミック原料が焼成されて形成された多孔質の隔壁を備
えたハニカム焼成体を作製する工程である。ハニカム焼成体を作製する方法は、特に限定
されない。以下、ハニカム焼成体作製工程を、段階的に工程に分けて説明する。
【００５０】
（２－１－１）成形工程；
　まず、成形工程において、セラミック原料を含有するセラミック成形原料を成形して、
流体の流路となる複数のセルを区画形成する隔壁（未焼成）を備えるハニカム成形体を形
成することが好ましい。ハニカム成形体は、ハニカム構造の成形体である。
【００５１】
　セラミック成形原料に含有されるセラミック原料としては、コージェライト化原料、コ
ージェライト、炭化珪素、珪素－炭化珪素系複合材料、ムライト、チタン酸アルミニウム
、からなる群から選択される少なくとも１種が好ましい。尚、コージェライト化原料とは
、シリカが４２～５６質量％、アルミナが３０～４５質量％、マグネシアが１２～１６質
量％の範囲に入る化学組成となるように配合されたセラミック原料である。そして、コー
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ジェライト化原料は、焼成されてコージェライトになるものである。
【００５２】
　また、セラミック成形原料は、上記セラミック原料に、分散媒、有機バインダ、無機バ
インダ、造孔材、界面活性剤等を混合して調製することが好ましい。各原料の組成比は、
特に限定されず、作製しようとするハニカム構造体の構造、材質等に合わせた組成比とす
ることが好ましい。
【００５３】
　セラミック成形原料を成形する際には、まずセラミック成形原料を混練して坏土とし、
得られた坏土をハニカム形状に成形することが好ましい。セラミック成形原料を混練して
坏土を形成する方法としては特に制限はなく、例えば、ニーダー、真空土練機等を用いる
方法を挙げることができる。坏土を成形してハニカム成形体を形成する方法としては特に
制限はなく、押出成形、射出成形等の公知の成形方法を用いることができる。例えば、所
望のセル形状、隔壁厚さ、セル密度を有する口金を用いて押出成形してハニカム成形体を
形成する方法等を好適例として挙げることができる。口金の材質としては、摩耗し難い超
硬合金が好ましい。
【００５４】
　ハニカム成形体の形状としては、円柱状、楕円状、端面が「正方形、長方形、三角形、
五角形、六角形、八角形等」の多角柱状、等を挙げることができる。「平面部が形成され
たリング状凸部」を備えるハニカム構造体を製造する場合、多角柱状のハニカム成形体と
することが好ましい。多角柱の側面の一部を残すことにより、この残った側面の一部をリ
ング状凸部の平面部とすることができるためである。即ち、平面部を形成する操作を省略
することができるためである。ハニカム成形体としては、四角柱状が更に好ましい。
【００５５】
　また、上記成形後に、得られたハニカム成形体を乾燥してもよい。乾燥方法は、特に限
定されるものではない。例えば、熱風乾燥、マイクロ波乾燥、誘電乾燥、減圧乾燥、真空
乾燥、凍結乾燥等を挙げることができる。これらの、なかでも、誘電乾燥、マイクロ波乾
燥又は熱風乾燥を単独で又は組合せて行うことが好ましい。
【００５６】
（２－１－２）焼成工程；
　次に、ハニカム成形体を焼成してハニカム焼成体を作製する。
【００５７】
　ハニカム成形体を焼成（本焼成）する前に、ハニカム成形体を仮焼することが好ましい
。仮焼は、脱脂のために行うものである。ハニカム成形体を仮焼する方法は、特に限定さ
れるものではなく、有機物（有機バインダ、界面活性剤、造孔材等）を除去することがで
きればよい。一般に、有機バインダの燃焼温度は１００～３００℃程度、造孔材の燃焼温
度は２００～８００℃程度である。そのため、仮焼の条件としては、酸化雰囲気において
、２００～１０００℃程度で、３～１００時間程度加熱することが好ましい。
【００５８】
　ハニカム成形体の焼成（本焼成）は、仮焼したハニカム成形体を構成する成形原料を焼
結させて緻密化し、所定の強度を確保するために行われる。焼成条件（温度、時間、雰囲
気等）は、成形原料の種類により異なるため、その種類に応じて適当な条件を選択すれば
よい。例えば、コージェライト原料を使用している場合には、焼成温度は、１４１０～１
４４０℃が好ましい。また、焼成時間は、最高温度でのキープ時間として、４～８時間が
好ましい。仮焼、本焼成を行う装置としては、特に限定されないが、電気炉、ガス炉等を
用いることができる。
【００５９】
（２－２）切削工程；
　切削工程は、ハニカム焼成体の外周部を切削する工程である。ハニカム焼成体を切削す
る方法は特に限定されない。ハニカム焼成体の外周部を切削する方法としては、従来公知
の方法を適宜採用できるが、ハニカム焼成体を回転させながら、ダイヤモンドをまぶした
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砥石を、押し当てる手法が好ましい。切削工程において「切削される、ハニカム焼成体の
外周部」の厚さは、切削後に形成されるリング状凸部の厚さと同じになる。
【００６０】
　上述したように、リング状凸部に「セルの延びる方向に平行な平面部」が形成されたハ
ニカム構造体を作製する場合には、ハニカム焼成体を、以下のように切削することが好ま
しい。即ち、多角柱状のハニカム焼成体の側面の一部が残り、残った側面の一部がリング
状凸部の平面部となるようにハニカム焼成体を切削することが好ましい。このようにする
ことにより、切削の後に、改めて平面部を形成する操作を行う必要がなくなる。
【００６１】
　尚、切削は、ハニカム成形体の焼成前後のいずれでもよいが、焼成後に行うことが好ま
しい。焼成後に切削することにより、焼成によってハニカム焼成体が変形した場合でも、
ハニカム焼成体の形状を切削によって整えることが可能となる。
【００６２】
（２－３）目封止工程；
　目封止部を備えるハニカム構造体を作製する場合には、切削工程の後に、下記目封止工
程を行うことが好ましい。この目封止工程において、ハニカム焼成体の、一方の端面にお
ける「所定のセル」の開口部及び他方の端面における「残余のセル」の開口部に、目封止
部を配設する。以下に具体的に説明する。
【００６３】
　まず、ハニカム焼成体（ハニカム基材）の一方の端面のセル開口部に目封止材料を充填
する。一方の端面のセル開口部に目封止材料を充填する方法としては、マスキング工程と
圧入工程とを有する方法が好ましい。マスキング工程は、ハニカム焼成体の一方の端面に
シートを貼り付け、シートにおける、「目封止部を形成しようとするセル」と重なる位置
に孔を開ける工程である。圧入工程は、「ハニカム焼成体の、シートが貼り付けられた側
の端部」を目封止材料が貯留された容器内に圧入して、目封止材料をハニカム焼成体のセ
ル内に圧入する工程である。目封止材料をハニカム焼成体のセル内に圧入する際には、目
封止材料は、シートに形成された孔を通過し、シートに形成された孔と連通するセルのみ
に充填される。
【００６４】
　目封止材料は、上記セラミック成形原料の構成要素として挙げた原料を適宜混合して作
製することができる。目封止材料に含有されるセラミック原料としては、隔壁の原料とし
て用いるセラミック原料と同じであることが好ましい。
【００６５】
　次に、ハニカム焼成体に充填された目封止材料を乾燥させることが好ましい。
【００６６】
　ハニカム焼成体の一方の端面において、目封止部が形成されたセルと目封止部が形成さ
れていないセルとが交互に並ぶことが好ましい。この場合、目封止部が形成された一方の
端面において、目封止部と「セルの開口部」とにより市松模様が形成されることになる。
【００６７】
　次に、ハニカム焼成体の、他方の端面における「残余のセル」の開口部に、一方の端面
の場合と同様にして、目封止部を配設することが好ましい。尚、目封止材料の乾燥は、ハ
ニカム焼成体の両端面において、目封止材料を充填した後に、行ってもよい。また、ハニ
カム成形体に目封止材料を充填した後に焼成工程を行ってもよい。
【００６８】
（２－４）外周コート層形成工程；
　切削されたハニカム焼成体の外周に、外周コート材を塗布して外周コート層を形成する
ことが好ましい。外周コート層を形成することにより、リング状凸部が欠けてしまうこと
を防止できる。外周コート材としては、無機繊維、コロイダルシリカ、粘土、ＳｉＣ粒子
等の無機原料に、有機バインダ、発泡樹脂、分散剤等の添加材を加えたものに水を加えて
混練したものなどを挙げることができる。外周コート材を塗布する方法は、「切削された
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ハニカム焼成体」をろくろ上で回転させながらゴムへらなどでコーティングする方法等を
挙げることができる。
【実施例】
【００６９】
　以下、本発明を、実施例により更に具体的に説明する。本発明は、これらの実施例によ
って何ら限定されるものではない。
【００７０】
（実施例１）
　セラミック原料として、炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末とを混合した
ものを用いた。そして、これに、バインダとしてヒドロキシプロピルメチルセルロース、
造孔材を添加すると共に、水を添加して成形原料を作製した。そして、成形原料を真空土
練機により混練し、坏土を作製した。バインダの含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属
珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部としたときに７質量部であった。造孔材の含有量
は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部としたときに３
質量部であった。水の含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を
１００質量部としたときに４２質量部であった。炭化珪素粉末の平均粒子径は２０μｍで
あり、金属珪素粉末の平均粒子径は６μｍであった。また、造孔材の平均粒子径は、２０
μｍであった。炭化珪素、金属珪素及び造孔材の平均粒子径は、レーザー回折法で測定し
た値である。
【００７１】
　得られた坏土を押出成形機を用いて成形し、円柱状のハニカム成形体を得た。得られた
ハニカム成形体を高周波誘電加熱乾燥した後、熱風乾燥機を用いて１２０℃で２時間乾燥
した。
【００７２】
　乾燥後のハニカム成形体を脱脂し、焼成して円柱状のハニカム焼成体を得た。脱脂の条
件は、５５０℃で３時間とした。焼成の条件は、アルゴン雰囲気下で、１４５０℃、２時
間とした。
【００７３】
　次に、得られた円柱状のハニカム焼成体の外周部を、「セルの延びる方向における中央
部分に、リング状に凸部が残る」ように切削した。その後、切削されたハニカム焼成体の
外周に、外周コートを塗布して外周コート層を形成した。このようにして図１に示すよう
なハニカム構造体を得た。ハニカム焼成体の外周部を切削する方法としては、ハニカム焼
成体を回転させながら、ダイヤモンドをまぶした砥石を、セルの延びる方向に対して２２
°の角度でハニカム焼成体の外周部に押しあてる方法とした。このようにして、両端部（
セルの延びる方向における両端部）がテーパー状であるリング状凸部を有するハニカム構
造体を得た。このハニカム構造体におけるリング状凸部のテーパーの角度は、両端部とも
に２２°であった。尚、このハニカム構造体は平面部が形成されていない。
【００７４】
　得られたハニカム構造体の底面は、直径１４．４ｃｍの円形であり、ハニカム構造体の
セルの延びる方向における長さは、２０．３ｃｍであった。また、隔壁の厚さは３０５μ
ｍであり、セル密度は４６．５セル／ｃｍ２であった。リング状凸部の厚さ（凸部厚さ）
（Ｈ）は１０ｍｍであり、リング状凸部の幅（凸部幅）（Ｌ）は２．０ｃｍであった。リ
ング状凸部は、ハニカム構造体の一方の端部から、この一方の端部に近い側のリング状凸
部の端部までの距離が６．４ｃｍの位置に配置された。リング状凸部の厚さ（Ｈ）は、リ
ング状凸部の、セルの延びる方向に直交する断面における厚さＨのことである。リング状
凸部の幅（Ｌ）は、リング状凸部の、ハニカム構造体のセルの延びる方向の長さのことで
ある。「平面部深さ（Ｄ）」は、リング状凸部の厚さ（Ｈ）と「平面部（表面）とハニカ
ム基材の外周との距離」Ｔとの差である（図４参照）。
【００７５】
　得られたハニカム構造体について、以下に示す方法で、「リングクラック」、「凸部強
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度」、「搭載性」、及び「梱包性」の各評価を行った。結果を表１に示す。
【００７６】
　表１、２において、「凸部取り付け位置」の欄は、リング状凸部を配設した位置を示す
。「中央」は、ハニカム構造体のセルの延びる方向の中央部にリング状凸部を配設したこ
とを示す。「端部」は、ハニカム構造体のセルの延びる方向における端部にリング状凸部
を配設したことを示す。「凸部角度（°）」は、リング状凸部の両端部のテーパーの角度
を示す。
【００７７】
（リングクラック）
　まず、バーナー試験機にハニカム構造体を取り付ける。次に、このバーナー試験機によ
って下記操作を行う。即ち、「ハニカム構造体に、８００℃の高温ガスを１０分間流した
後、１５０℃の冷却ガスを１０分間流す」という操作を、昇温冷却操作の１サイクルとす
る。当該昇温冷却操作を１００サイクル行う。その後、ハニカム構造体に形成されるリン
グクラックの有無を目視で確認し、以下の基準で評価する。ハニカム構造体に、ＤＰＦと
しての機能を低下させる程度のリングクラックが発生した場合は「Ｃ」とする。ハニカム
構造体にリングクラックは発生するが、ＤＰＦとしての機能を低下させない程度のもので
ある場合は「Ｂ」とする。ハニカム構造体にリングクラックが無い場合は「Ａ」とする。
「Ａ」及び「Ｂ」を合格とし、「Ｃ」を不合格とする。尚、「ＤＰＦとしての機能」につ
いては、処理（ＤＰＦによる排ガス処理）後のガス中のＰＭ個数が、ＰＭ個数規制値（欧
州規制「ＥＵＲＯ６」）である６．０×１０－１１個／ｋｍ以下であれば、ＤＰＦとして
の機能を低下させない程度であるとする。また、処理後のガス中のＰＭ個数が、ＰＭ個数
規制値である６．０×１０－１１個／ｋｍを超えれば、ＤＰＦとしての機能を低下させる
程度であるとする。
【００７８】
（凸部強度）
　まず、先端に直径１１ｍｍの鉄球（重さ５．４ｇ）を備えた紐（長さ７５ｃｍ）を有す
る振り子を用意する。次に、この振り子を、鉄球の最下点で（即ち、振り子が振られてい
ない状態で）鉄球がハニカム構造体のリング状凸部の端部（最外周部分）に当たるように
配置する。次に、振り子の鉄球を振り上げて鉄球をリング状凸部の端部に衝突させる。そ
の後、リング状凸部の端部を目視にて観察する。そして、以下の基準で評価する。上記紐
の長さの８０％の高さに鉄球を振り上げて、上記鉄球をリング状凸部の端部に衝突さたと
きに、リング状凸部の端部に欠けなどの欠陥が生じた場合は「Ｃ」とする。上記紐の長さ
の１００％の高さに鉄球を振り上げて、上記鉄球をリンク状凸部の端部に衝突さたときに
、リング状凸部の端部に欠けなどの欠陥が生じた場合は「Ｂ」とし、このときに欠陥が生
じなかった場合は「Ａ」とする。「Ａ」評価及び「Ｂ」評価を合格とし、「Ｃ」評価を不
合格とする。
【００７９】
（搭載性）
　平面部が形成されていないリング状凸部を有するハニカム構造体（実施例１～１４、比
較例１～４）、及びリング状凸部が形成されていないハニカム構造体（比較例１１）につ
いての搭載性は、リング状凸部の厚さ（Ｈ）及び幅（Ｌ）によって評価する。リング状凸
部の厚さ（Ｈ）についての評価を「「径方向」の評価」と称することがある。また、リン
グ状凸部の幅（Ｌ）についての評価を「「全長方向」の評価」と称することがある。リン
グ状凸部の厚さ（Ｈ）についての評価は、以下の通りである。リング状凸部の厚さが、１
０ｍｍ以下の場合を「Ａ」とし、１０ｍｍ超、１５ｍｍ以下の場合を「Ｂ」とし、１５ｍ
ｍ超の場合を「Ｃ」とする。リング状凸部の幅（Ｌ）についての評価は、以下の通りであ
る。リング状凸部の幅が、ハニカム構造体のセルの延びる方向における長さの８０％を超
える場合を「Ｂ」とし、ハニカム構造体のセルの延びる方向における長さの８０％以下の
場合を「Ａ」とする。「Ｂ」の場合、ハニカム構造体の搭載性に影響がある。「Ａ」の場
合、ハニカム構造体の搭載性に影響を与えない。
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【００８０】
　更に、搭載性については、リング状凸部の厚さ（Ｈ）及び幅（Ｌ）の両方を考慮した総
合評価を行う。「径方向の評価」及び「全長方向の評価」の両方が「Ａ」の場合、総合評
価が「Ａ」であるとする。「径方向の評価」及び「全長方向の評価」の少なくとも一方が
「Ｂ」の場合、総合評価が「Ｂ」であるとする。「径方向の評価」が「Ｃ」の場合、総合
評価が「Ｃ」であるとする。搭載性の総合評価は、「Ａ」評価が最も好ましく、「Ｂ」評
価が次に好ましい。そして、「Ｃ」評価がこれらＡ、Ｂ、Ｃ評価の中では最も劣る評価で
ある。尚、比較例１１のハニカム構造体は、リング状凸部の厚さが「０ｍｍ」のハニカム
構造体であるとする。結果を表１に示す。
【００８１】
　平面部が形成されたリング状凸部を有するハニカム構造体については以下のように評価
を行う（平面部の効果）。まず、平面部が形成されたハニカム構造体（以下、「ハニカム
構造体Ｘ」と記す場合がある）の中心軸に直交する断面における形状が上記ハニカム構造
体Ｘと相似形であって上記ハニカム構造体Ｘとの間隔が一律５ｍｍの外筒を想定する。次
に、この外筒の中心軸に直交する断面において、外筒の中心を通り外筒の外周部の２点を
結ぶ線分ａ、当該線分ａと直交する線分ｂ、及び上記線分ａに対して４５°傾いた線分ｃ
を描く。線分ｂ及び線分ｃは、いずれも、外筒の中心を通り外筒の外周部の２点を結ぶ線
分である。線分ａ、線分はｂ、外筒に形成された平面と直交するものとする。次に、線分
ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合計を算出する。次に、上記ハニカム構造体Ｘにおいてリング
状凸部を有さないハニカム構造体（以下、「ハニカム構造体Ｙ」と記す場合がある）を想
定する。次に、上記ハニカム構造体Ｘの場合と同様に、ハニカム構造体Ｙと相似形であっ
て上記ハニカム構造体Ｙとの間隔が一律５ｍｍの外筒を想定する。次に、上記ハニカム構
造体Ｘの場合と同様にして、線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃを描く。次に、線分ａ、線分ｂ
、及び線分ｃの合計を算出する。その後、以下の基準で評価を行う。ハニカム構造体Ｙの
場合に算出される「線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合計」に対する、ハニカム構造体Ｘの
場合に算出される「線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合計」の割合が１０４％以下の場合は
「Ａ」とする。ハニカム構造体Ｙの場合に算出される「線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合
計」に対する、ハニカム構造体Ｘの場合に算出される「線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合
計」の割合が１０６％以下の場合は「Ｂ」とする。ハニカム構造体Ｙの場合に算出される
「線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合計」に対する、ハニカム構造体Ｘの場合に算出される
「線分ａ、線分ｂ、及び線分ｃの合計」の割合が１０６％より大きい場合は「Ｃ」とする
。尚、平面部が形成されたリング状凸部を有するハニカム構造体についての上記評価は、
「径方向の評価」に該当する。そして、平面部が形成されたリング状凸部を有するハニカ
ム構造体についても、上記平面部が形成されていないリング状凸部を有するハニカム構造
体の場合と同様にして、「全長方向の評価」と「総合評価」を行う。結果を表２に示す。
【００８２】
（梱包性）
　ハニカム構造体のリング状凸部の平面部の深さについての評価は、以下のようにして行
った。「セラミック基材と同じ大きさのハニカム構造体」を梱包する際の梱包容器を「既
存の梱包容器」とする。「既存の梱包容器」には、図５に示すように、６個のハニカム構
造体が収納されるとする。また、「既存の梱包容器」を、「既存の梱包容器」の底面の面
積より４１０％大きな面積のパレットに載置するものとする。この「既存の梱包容器」に
、６個のハニカム構造体を収納できれば「Ａ」評価とする。また、６個のハニカム構造体
を収容するためには「既存の梱包容器」より大きい梱包容器を必要とするが、当該大きい
梱包容器を上記パレットに載置することは可能な場合には「Ｂ」評価とする。また、「既
存の梱包容器」より大きい梱包容器に収容する必要がある場合には「Ｃ」評価とする。
【００８３】
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【表１】

【００８４】
（実施例２～１４、比較例１～４）
　表１に示すように条件を変更した以外は、実施例１と同様にしてハニカム構造体を得た
。得られたハニカム構造体について、上記方法で、「リングクラック」、「凸部強度」、
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【００８５】
（実施例１５）
　実施例１と同様にして坏土を得た。得られた坏土を押出成形機を用いて成形し、四角柱
状のハニカム成形体を得た。得られたハニカム成形体を高周波誘電加熱乾燥した後、熱風
乾燥機を用いて１２０℃で２時間乾燥した。
【００８６】
　乾燥後のハニカム成形体を脱脂し、焼成して四角柱状のハニカム焼成体を得た。脱脂の
条件は、５５０℃で３時間とした。焼成の条件は、アルゴン雰囲気下で、１４５０℃、２
時間とした。
【００８７】
　得られた四角柱状のハニカム焼成体の外周部を、「リング状の凸部が形成されるととも
に、ハニカム焼成体の各側面の一部がリング状の凸部上に形成された平面部分として残る
ように」、切削した。リング状の凸部は、ハニカム焼成体の「セルの延びる方向における
中央部」に形成されるようにした。その後、切削されたハニカム焼成体の外周に、外周コ
ート材を塗布して外周コート層を形成した。このようにして図３に示すようなハニカム構
造体を得た。ハニカム焼成体の外周部を切削する方法としては、ハニカム焼成体を回転さ
せながら、ダイヤモンドをまぶした砥石を、セルの延びる方向に対して４５°の角度でハ
ニカム焼成体の外周部に押しあてる方法とした。このようにして、「４つの平面部が形成
されるとともに、両端部がテーパー状である」リング状凸部、を有するハニカム構造体を
得た。このハニカム構造体におけるリング状凸部のテーパーの角度は、両端部ともに４５
°であった。本実施例のハニカム構造体のリング状凸部には、図４に示すように互いに平
行な１対の平面部が、２組（合計４つの平面部が）形成されていた。
【００８８】
　得られたハニカム構造体の底面は直径１４．４ｃｍの円形であり、ハニカム構造体のセ
ルの延びる方向における長さは２０．３ｃｍであった。また、隔壁の厚さは３０５μｍで
あり、セル密度は４６．５セル／ｃｍ２であった。リング状凸部の厚さ（Ｈ）は２０ｍｍ
であり、リング状凸部の幅（Ｌ）は５．０ｃｍであった。平面部深さ（Ｄ）（４箇所）は
１０ｍｍであった。リング状凸部は、「ハニカム構造体の一方の端部から、この一方の端
部に近い側のリング状凸部の端部までの距離」が６．４ｃｍの位置に、配置された。
【００８９】
　得られたハニカム構造体について、上記方法で、「リングクラック」、「凸部強度」、
「搭載性」、及び「梱包性」の各評価を行った。結果を表２に示す。
【００９０】
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【表２】

【００９１】
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（実施例１６～１８）
　表２に示すように条件を変更した以外は、実施例１５と同様にしてハニカム構造体を作
製した。得られたハニカム構造体について、上記方法で、「リングクラック」、「凸部強
度」、「搭載性」、及び「梱包性」の各評価を行った。結果を表２に示す。
【００９２】
（比較例５）
　実施例１と同様にして円柱状のハニカム焼成体を得た。得られた円柱状のハニカム焼成
体の外周部を実施例１と同様にして切削して、実施例１と同様の「切削されたハニカム焼
成体」を得た。得られた「切削されたハニカム焼成体」のリング状凸部を、セルの延びる
方向に平行な平面が４つ形成されるように、切断して、平面部を形成した。リング状凸部
を切断して平面部を形成する際には、「ハニカム焼成体の外周面と平面部（表面）との距
離」が０ｍｍになるようにした。その後、ハニカム焼成体の外周に、外周コート材を塗布
して外周コート層を形成した。このようにして、「ハニカム基材の外周から外側に突出し
、ハニカム基材の外周の一部を覆うように配設される凸部」を備えるハニカム構造体を得
た。「セルの延びる方向に平行な４つの平面」は、以下のように形成した。まず、リング
状凸部の一部をカッターで切断して１つの平面を形成した後、「切削されたハニカム焼成
体」のみを９０°回転させる。その後、同様のカッターでリング状凸部の一部を更に切断
して次の平面を形成する。この操作を繰り返すことにより、セルの延びる方向に平行な４
つの平面を形成した。得られたハニカム構造体は、ハニカム基材の外周の全周に亘って取
り囲むのではなく、外周を断続的に取り囲む「断続的に形成された擬似リング状凸部」を
備えるものであった。ここで、「擬似リング状」とは、「リング状」に似ているが「リン
グ状ではない」形状を意味し、リング形状の一部が途切れて、断続的に形成された形状を
意味する。
【００９３】
（比較例６～１０）
　表２に示すように条件を変更した以外は、比較例５と同様にしてハニカム構造体を得た
。得られたハニカム構造体について、上記方法で、「リングクラック」、「凸部強度」、
「搭載性」、及び「梱包性」の各評価を行った。結果を表２に示す。
【００９４】
（比較例１１）
　実施例１と同様にして円柱状のハニカム焼成体を得た。その後、ハニカム焼成体の外周
に、外周コート材を塗布して外周コート層を形成した。このようにして「リング状凸部が
形成されていない」円柱状のハニカム構造体を得た。得られたハニカム構造体について、
上記方法で、「リングクラック」、「搭載性」、及び「梱包性」の各評価を行った。結果
を表１に示す。
【００９５】
　表１、２より、実施例１～１８のハニカム構造体は、比較例１～１１のハニカム構造体
に比べて、リングクラックが発生し難いことがわかる。また、実施例１～１８のハニカム
構造体は、比較例３のハニカム構造体に比べて、搬送中などに「リング状凸部」が外力を
受けても「リング状凸部」に欠けなどの欠陥が生じ難いことがわかる。比較例１のハニカ
ム構造体は、リング状凸部の両端部の形状がテーパー状でないものである。
【００９６】
　比較例５～９では、凸部厚さ（Ｈ）と平面部深さ（Ｄ）とが同じ長さである。即ち、比
較例５～９のハニカム構造体の擬似リング状凸部は、ハニカム構造体の外周の全周に亘っ
て形成されていない。つまり、擬似リング状凸部は、ハニカム構造体の外周一周の中で、
一部形成されていない部分がある。そのため、リングクラックの評価が「Ｃ」であった。
比較例１１のハニカム構造体は、リング状凸部が配設されていないため、リングクラック
の評価が「Ｃ」であった。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
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　本発明のハニカム構造体は、ディーゼルエンジン、直噴ガソリンエンジン等の内燃機関
や各種の燃焼装置等から排出されるガスを、浄化するためのフィルタとして好適に利用す
ることができる。
【符号の説明】
【００９８】
１：隔壁、２：セル、４：ハニカム基材、７：外周コート層、１０：リング状凸部、１１
：テーパー面、１５：平面部、２０：梱包容器、５０：リングクラック、１００,１０１,
１０２,２００：ハニカム構造体。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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